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・
チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ザ
・
ゲ
ー
ム
講
習
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・【
２
】

・
町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
を
開
催
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
男
性
の
料
理
教
室
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
清
水
ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス 

ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

  

Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｇ
Ｏ
Ｕ
Ｇ
Ｅ
（
ザ
・
ガ
ウ
ジ
ュ
）
コ
ン
サ
ー
ト
を

　

開
催
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
を
開
催
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
清
水
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
３
】

・
自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
３
】

・
清
水
町
地
域
福
祉
計
画
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
公
衆
浴
場
無
料
開
放
「
家
族
エ
コ
銭
湯
」
の
お
知
ら
せ
・
・
・【
４
】

・
町
民
と
町
長
の
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
は
３
月
９
日
で
す
・
・
・
【
４
】

・
清
水
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
使
用
期
限
は
２
月
29
日
で
す
【
４
】

・
清
水
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
取
扱
店
の
換
金
に
つ
い
て
【
４
】

・
あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
冬
期
間
の
雪
捨
て
場
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
防
災
行
政
無
線
屋
外
拡
声
器
に
よ
る

　

正
午
の
チ
ャ
イ
ム
の
一
時
休
止
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
保
険
証
の
資
格
が
変
わ
る
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
・
・
・
【
６
】

・
重
度
医
療
・
ひ
と
り
親
医
療
・
乳
幼
児
等
医
療
受
給
者
証
を

　

お
持
ち
の
方
へ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
医
療
費
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
交
通
事
故
等
で
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合
は
届
出
を
・
・
・
【
６
】

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
納
税
だ
よ
り･

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
令
和
２
年
度
の
個
人
町
・
道
民
税
の
申
告
受
付
・
・
・
・
【
８
】

・
軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
・
・
・
・
・
【
８
】

・
軽
自
動
車
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
事
業
を
行
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
10
】

・
腎
臓
機
能
障
害
者
通
院
交
通
費
を
補
助
し
ま
す
・
・
・
・
・
【
10
】

・
健
康
増
進
法
の
改
正
に
伴
い
第
二
種
施
設
等
に
お
け
る

　

受
動
喫
煙
対
策
を
実
施
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
11
】

・
３
月
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
11
】

 

・
お
は
な
し
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
図
書
館
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
３
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
【
12
】

・
調
べ
方
講
座
「
ミ
ス
タ
ー
Ｘ
を
探
せ
！
」
を
開
催
し
ま
す
【
12
】

・
３
月
体
育
館
第
２
競
技
場
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
学
校
開
放
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
３
月
の
体
育
館
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
13
】

【
各
課
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
】

・
令
和
２
年
度
清
水
町
会
計
年
度
任
用
職
員
（
フ
ル
タ
イ
ム
）
を

　

募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・「
春
の
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
・
新
学
期
一
斉
行
動
」
の
お
知
ら
せ
【
16
】

・
十
勝
18
町
村
合
同
町
村
職
員
採
用
試
験
説
明
会
の
お
知
ら
せ
【
17
】

・
町
公
衆
浴
場
の
入
浴
料
金
が
一
部
改
定
へ
・
・
・
・
・
・
・
【
18
】

・
運
転
経
歴
証
明
書
交
付
対
象
者
の
拡
大
に
つ
い
て
・
・
・
・
【
18
】

募
集

お
知
ら
せ

福
祉
・
健
康

図
書
館
・
体
育
館
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Ｎ
Ｐ
О
法
人
町
体
育
協
会
主
催
（
町

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
主
管
）
に
よ
る
、

第
45
回
町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日　

３
月
20
日
（
金
・
祝
）　　

　

受
付
９
時
10
分
、
開
会
式
９
時
30
分

▼
所　

町
体
育
館　

第
１
競
技
場

▼
種
目[

団
体
・
ペ
ア
・
個
人]

　

・
４
部
制
ダ
ブ
ル
ス

　

・
初
心
者　

シ
ン
グ
ル
ス

▼
￥　

１
人　

500
円

▼
申
込
締
切　

３
月
12
日

（木）

▼
申
・
問　

　

町
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会　

高
橋

　

☎
０
９
０-

８
２
７
２-
９
９
１
０

　

清
水
ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｇ
Ｏ
Ｕ
Ｇ
Ｅ
（
ザ
・
ガ
ウ

ジ
ュ
）
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す

清
水
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

を
募
集
し
ま
す

　

教
育
委
員
会
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興

施
策
の
企
画
立
案
、
町
民
に
対
し
ス
ポ

ー
ツ
の
実
技
指
導
や
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ

に
関
す
る
指
導
、
助
言
を
行
っ
て
い
た

だ
き
、
ス
ポ
ー
ツ
行
政
の
推
進
を
図
る

た
め
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
を
次
の
と
お

り
公
募
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
満
18
歳
以
上

の
人

・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
実
践
し
て
お
り
、

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
実
技
指
導
、
助
言

を
い
た
だ
け
る
人

・
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
に
関
し
、

求
め
に
応
じ
協
力
い
た
だ
け
る
人

・
町
が
設
置
す
る
他
の
審
議
会
等
の
委

員
で
な
い
人

・
議
会
議
員
で
な
い
人
、
町
の
職
員
（
事

務
及
び
現
業
職
の
臨
時
職
員
含
む
）

▼
募
集
人
員　

１
名
（
ス
ポ
ー
ツ
推
進

委
員
は
公
募
の
他
９
名
で
構
成
）

▼
委
員
の
任
期　

２
年
間

　
（
令
和
２
年
４
月
23
日
～
令
和
４
年

　

４
月
22
日
）

▼
報
酬　

町
の
規
定
に
よ
り
ま
す
。

▼
委
員
会
の
開
催
等

・
定
例
会
年
３
回
及
び
臨
時
会
等

・
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
（
年
５
回
）

・
大
会
競
技
役
員
等
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

▼
募
集
期
間　

　

２
月
14
日

（金）
～
３
月
13
日

（金）

▼
選
考
結
果

　

応
募
の
動
機
や
選
考
基
準
を
基
に
選

考
委
員
会
で
選
考
し
ま
す
。
結
果
は
応

募
者
全
員
に
文
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

・
応
募
者
個
人
に
関
係
す
る
選
考
資
料

は
公
開
し
ま
せ
ん
。

・
応
募
用
紙
に
記
載
の
情
報
は
、
こ
の

委
員
の
選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

・
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
情
報
を

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
が
課
せ
ら

れ
ま
す
。

▼
応
募
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

次
の
提
出
先
へ
提
出
願
い
ま
す
。

　

〒
０
８
９-

０
１
１
１　

　

清
水
町
南
３
条
３
丁
目
１
番
地

　

町
教
育
委
員
会　

　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係

　

bosyu@sun.town.shimizu.
hokkaido.jp

☎
62-

５
１
１
５

※
応
募
用
紙
は
文
化
セ
ン
タ
ー
、
御
影

支
所
、
町
体
育
館
に
備
え
付
け
の
も
の

を
利
用
の
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

募集種目 応募資格 受付期間 試験日

幹部候補生

一　般 令和3年4月1日現在で
22歳以上26歳未満

3月1日（日）～
5月1日（金）

１次　5月9日（土）・10日（日）
２次　6月9日（火）～12日（金）
　　　のうち指定する１日

歯　科 令和3年4月1日現在で
20歳以上30歳未満 １次　5月9日（土）

２次　6月9日（火）～12日（金）
　　　のうち指定する１日薬剤科 令和3年4月1日現在で

20歳以上28歳未満

一般曹候補生 18歳以上33歳未満 3月1日（日）～
5月15日（金）

１次　5月23日（土）
２次　6月24日（火）～29日（月）
　　　のうち指定する１日

予備自衛官補

一　般 18歳以上34歳未満

1月6日（月）～
4月10日（金）

4月18日（土）～22日（水）
のうち指定する１日

技　能
18歳以上で国家資格免許等を有する人
（資格により年齢上限は53歳未満～55
歳未満）

自衛官等を募集します
　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
の
小
・
中
・

高
校
生
で
結
成
し
た
合
唱
団
「
清
水
ジ

ュ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
」
と
札
幌
市
を
拠
点

に
活
動
す
る
混
声
合
唱
団
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｇ
Ｏ
Ｕ
Ｇ
Ｅ
（
ザ
・
ガ
ウ
ジ
ュ
）」
に

よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　

素
敵
な
合
唱
を
聴
き
に
、
ぜ
ひ
会
場

に
足
を
お
運
び
下
さ
い
。

▼
日　

２
月
22
日

（土）

　
　
　

開
場
14
時　

開
演
14
時
30
分　

▼
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

▼
￥　

無
料

▼
曲
目　

時
の
旅
人
・
歓
喜
の
歌
ほ
か

▼
申
・
問　

社
会
教
育
課
文
化
振
興
係

　
　
　
　
　
☎
62-

５
１
１
５

町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
を

開
催
し
ま
す

　

町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会
で
は
、

「
町
民
ひ
と
り
１
ス
ポ
ー
ツ
を
す
す
め
る
」

を
推
進
目
標
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
め
る
チ
ャ
レ
ン

ジ
・
ザ
・
ゲ
ー
ム
（
軽
ス
ポ
ー
ツ
）
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
の
で
、

こ
の
機
会
に
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

皆
さ
ん
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日　

３
月
15
日

（日）

　
　

10
時
～
正
午
（
予
定
）

▼
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
大
集
会
室

▼
種
目　

ラ
ダ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
・
キ
ャ
ッ

チ
ン
グ
・
ザ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
等
の
競
技

指
導
及
び
競
技
の
実
施

　

※
こ
の
講
習
会
は
清
水
町
健
康
ポ
イ

ン
ト
制
度
の
対
象
事
業
で
す
。
参
加
者

に
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
カ
ー
ド
100
ポ
イ
ン
ト

を
贈
呈
し
ま
す
の
で
、
当
日
は
ハ
ー
モ

ニ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
く
だ
さ
い
。　

▼
申
込
方
法　

体
育
館
、
御
影
支
所
、

文
化
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
込
用

紙
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
参
加
資
格　

町
内
に
居
住
又
は
勤
務

し
て
い
る
人

▼
￥　

無
料

▼
問　

社
会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
係　

☎
62-

５
１
１
５　

FAX 

62-

６
３
３
３

　
チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ザ
・
ゲ
ー
ム

講
習
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

　

清
水
消
防
署
で
は
、
119
番
通
報
か
ら

救
急
隊
到
着
ま
で
全
国
平
均
８
・
７
分

の
空
白
の
時
間
に
尊
い
命
を
繋
ぐ
た
め
、

心
肺
蘇
生
法
を
主
体
と
し
た
講
習
を
開

催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
講
習
を
受
講
し

て
、
万
が
一
の
事
態
に
家
族
の
命
を
繋

ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
日　

３
月
８
日

（日）　

　
　
　

９
時
～
正
午

▼
所　

清
水
消
防
庁
舎
１
階

　
　
　

消
防
団
待
機
室

▼
対　

町
民(

中
学
生
以
上)

▼
￥　

無
料

▼
定
員　

20
名

▼
必　

実
技
講
習
が
あ
り
ま
す
の
で
、

動
き
や
す
い
服
装
で
受
講
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切　

２
月
29
日

（土）
ま
で

▼
申
・
問　

清
水
消
防
署　

救
急
係　

　
　
　
　
　

☎
62-

２
５
１
９

　
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
を

開
催
し
ま
す

男性の料理教室に
参加してみませんか

　男性を対象に、 食を楽しみながら学
習することをテーマに、 手間をかけず、
栄養バランスを考えた料理教室を行い
ます。
　　お気軽にご参加ください！
●日　３月７日 （土） 10 時～ 13 時
●所　保健福祉センター　調理実習室
●対　町内在住の男性 （高校生以上）
●内容　　講話及び調理実習
　　[ メニュー ]
　　 ・ シーフードカレー
　　 ・ 彩りマリネ
　　 ・ 根菜のコンソメスープ
●必　エプロン、 三角巾、 筆記用具
●￥　200 円

●定員　10 名

●申込締切　２月 21 日 （金）

●申 ・問　　保健福祉課健康推進係

   ☎ 67-7320　 FAX 69-2223

　　自衛官等を下記のとおり募集します。
　　●詳しい内容や申込み方法の問い合わせ先
　　　 ・ 自衛隊帯広募集案内所 （帯広市西５条南 14 丁目 13　ＮＣサウスビル）　
　  　☎ /FAX　0155‐23‐8718 　　　obihiropco.tokachi@rct.gsdf.mod.go.jp
　 ・自衛隊帯広地方協力本部ホームページ　　http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/
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公
衆
浴
場
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る

「
節
電
」「
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
」
の

推
進
と
、
公
衆
浴
場
利
用
者
の
拡
大
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
北
海
道
公
衆
浴

場
生
活
衛
生
同
業
組
合
が
実
施
す
る
「
家

族
エ
コ
銭
湯
事
業
」
に
協
賛
し
、
町
民

の
方
を
対
象
に
公
衆
浴
場
を
無
料
開
放

し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
公
衆
浴
場
を
利

用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日　

２
月
21
日

（金）
・
22
日

（土）

▼
入
浴
時
間　

15
時
～
22
時

▼
対
象　

町
民

▼
￥　

無
料

▼
問　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

公
衆
浴
場
無
料
開
放
「
家
族

エ
コ
銭
湯
」
の
お
知
ら
せ

清
水
町
地
域
福
祉
計
画
の

意
見
を
募
集
し
ま
す

　

本
町
で
は
、
平
成
27
年
３
月
に
「
第

２
期
清
水
町
地
域
福
祉
計
画
」
を
策
定

し
地
域
福
祉
課
題
の
解
決
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
が
、
近
年
の
社
会
情
勢
や

制
度
改
正
を
ふ
ま
え
、
更
な
る
地
域
福

祉
の
推
進
を
図
る
た
め
、
計
画
の
見
直

し
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
素
案
に
対
し

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
意
見
を
募
集
す
る
期
間

　

２
月
17
日

（月）
～
３
月
16
日

（月）

▼
対
象
事
業
の
案
が
閲
覧
で
き
る
場
所

　

役
場
１
階
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ

ー
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
文
化
セ
ン

タ
ー
、
図
書
館
、
御
影
支
所
、
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
等
を
提
出
で
き
る
人

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▼
意
見
等
の
提
出
方
法

　

氏
名
又
は
団
体
名
、
住
所
、
電
話
番

号
、
年
齢
を
記
載
し
、
郵
送
・
FAX 

・
メ

ー
ル
・
持
参
の
い
ず
れ
か
で
提
出
願
い

ま
す
。

◇
郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
か
ハ
ガ
キ
を

使
用
し
次
ま
で
送
付
く
だ
さ
い
。　

　

〒
０
８
９-

０
１
９
２

　

清
水
町
南
４
条
２
丁
目
２
番
地

　

清
水
町
役
場　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

FAX 　

69-

２
２
２
３

 
 
iken@town.shimizu.hokkaido.

jp◇
持
参
の
場
合
は
、
保
健
福
祉
課
福
祉

係
又
は
御
影
支
所
ま
で
。

▼
検
討
結
果
の
公
表
時
期

　

３
月
27
日

（金）
ま
で
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ま
ち
づ
く
り
情
報
コ
ー
ナ
ー
等
で

公
表
し
ま
す
。

▼
問　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎
69-

２
２
２
２　

FAX 

69-

２
２
２
３

清水町プレミアム付商品券の

使用期限は 2 月 29 日です！

　清水町プレミアム付商品券の使用期限
は、 2 月 29 日 （土） までです。 冬期間は
悪天候が続くこともありますので、 早めに
ご使用ください。

■プレミアム付商品券についての
　　問い合わせ先
・ 商工観光課商工労政係　☎ 62-1156　 

清水町プレミアム付商品券の

取扱店の換金について

　清水町プレミアム付商品券の取扱店が、
この商品券を換金できる期限は、 ３月 6 日
（金） までです。 期限までに必ず換金の手
続きをお願いします

清水中学校

セブン
イレブン

変電所
雪捨て場

字清水東１線64番地３

至新得 国道38号線 至帯広

金平川

至鹿追

町
道
　
清
水
本
通
道
路

国
道
２
７
４
号
線

冬期間の雪捨て場のお知らせ

◆清水市街地
◇字清水東１線64番地３

◆御影市街地
◇字御影南１線50番地17（桜ヶ丘工業団地内）

清水・御影市街地の雪捨て場を次のとおり設けましたのでご利用ください。

※雪捨て場には、雪以外のものは捨てないでください。また、雪を捨てるときは、奥から捨て、手前
　に置いていくようなことはしないでください。　　　　　　　　　　　◆問　建設課　☎62-2113

雪
捨
て
場

字
御
影
南
１
線
50
番
地
17

至帯広国道38号線至清水

３丁目

ポンサネンコロ川

桜ヶ丘工業団地

御
影
９
号
道
路

至
旭
山

　

降
雪
時
期
の
路
上
駐
車
は
、
除
雪
車

に
よ
る
除
雪
作
業
の
妨
げ
と
な
り
、
そ

の
場
所
だ
け
雪
が
残
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
雪
に
埋
も
れ
た

車
に
気
付
か
ず
に
接
触
し
て
し
ま
う
こ

と
や
、
近
所
の
方
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
繋

が
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
長
時
間
の

路
上
駐
車
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問　

・
町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　
　
　
　
　

☎
62
‐
１
１
５
１

・
建
設
課　

☎
62
‐
２
１
１
３

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

防
災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
伴

い
、
４
月
に
向
け
て
運
用
方
法
を
現
在

検
討
中
で
す
。

　

昨
今
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に

よ
り
、
夜
間
勤
務
者
の
方
が
増
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
睡
眠
等
の
生
活
リ
ズ
ム

を
考
慮
し
て
、
現
在
屋
外
拡
声
器
で
流

し
て
い
る
正
午
の
チ
ャ
イ
ム
（
第
九
の

音
楽
）
に
つ
い
て
見
直
す
検
討
を
し
て

い
ま
す
。

　

次
の
期
間
、
正
午
の
チ
ャ
イ
ム
を
休

止
い
た
し
ま
す
の
で
、
見
直
し
に
つ
い

て
ご
意
見
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
連

絡
願
い
ま
す
。

※
な
お
、
戸
別
受
信
機
（
各
家
庭
に
設

置
）
に
つ
い
て
は
、
正
午
の
チ
ャ
イ
ム

は
流
れ
ま
す
。

▼
正
午
の
チ
ャ
イ
ム
休
止
期
間

　
（
屋
外
拡
声
器
）

　

３
月
１
日

（日）
～
15
日

（日）

▼
連
絡
先　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　

☎
62
‐
２
１
１
４

防
災
行
政
無
線
屋
外
拡
声
器
に

よ
る
正
午
の
チ
ャ
イ
ム
の

一
時
休
止
の
お
知
ら
せ

　

町
政
へ
の
提
言
、
要
望
な
ど
町
長
と

気
軽
に
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
皆
さ
ん

の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
は
、
企
画
課
広
報
広
聴

係
へ
事
前
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　
☎
62
‐
２
１
１
４

町
民
と
町
長
の
ふ
れ
あ
い

ト
ー
ク
は
３
月
９
日
で
す

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
り
た
い
も
の
の
情

報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

掲
載
期
間
は
３
か
月
で
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
欲
し
い
・
あ

げ
た
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
又

は
窓
口
、
電
話
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

受
け
渡
し
方
法
は
、
広
報
広
聴
係
を
通

し
て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士

で
や
り
と
り
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

▼
問　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　
☎
62
‐
２
１
１
４

広
報
で
撮
影
し
た
写
真
の

デ
ー
タ
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
広
報
広
聴
係
で
撮
影
し
た
写
真
の
デ

ー
タ
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
や
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
‐
Ｒ
な
ど
を
持
参
い
た
だ
け
れ
ば
必

要
に
応
じ
て
お
渡
し
可
能
で
す
。
町
の

思
い
出
を
共
有
し
ま
せ
ん
か
？

※
二
次
転
用
は
禁
止
し
ま
す
。

▼
問　

企
画
課
広
報
広
聴
係

　
☎
62
‐
２
１
１
４
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子育て支援センター事業について 

子育て支援センター事業カレンダー
３月

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

げんき

ＰＭげんき

げんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

■げんきひろば　 9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■御影げんきひろば　10：00～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■ＰＭげんき　13：30～15：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
※げんきひろばのスペースを開放します。

■よちよちひろば　9：30～11：30
※０歳～おおむね１歳半までの子とその保護者
　　　　が対象です。

■ベビーマッサージ　11：00～11：30
※おおむね生後１か月から
※持ち物　バスタオル、小さめのレジャーシー
　　　　　ト（おしっこ防水シート）、おむつ

■ファミリーデー　9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

◎会場は、保健福祉センターです。
◎御影げんきひろばの会場は改善センターです。
◎詳しくは、子育て支援センター（☎69-2226）
　までお問い合わせください。

御影げんき

げんき

ベビマ

よちよち

ＰＭげんき

ファミリー

　３月の子育て支援センター事業を次のとおり行います。

げんき

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち

ＰＭげんき

よちよち

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
は
、
裸
の
あ

か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
お
母
さ
ん
が
優
し

く
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
も
の
で
す
。
お
子

さ
ん
の
発
育
や
情
緒
の
発
達
を
う
な
が

す
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
母
さ

ん
の
育
児
の
ス
ト
レ
ス
を
や
わ
ら
げ
、

楽
し
く
お
子
さ
ん
と
向
き
合
う
時
間
を

も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
目
と
目
を
合

わ
せ
な
が
ら
の
優
し
い
タ
ッ
チ
で
お
子

さ
ん
へ
「
大
好
き
」
の
気
持
ち
を
伝
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日　

毎
月
第
１
～
４
木
曜
日
（
第
５

週
目
は
お
休
み
で
す
）
11
時
～
11
時
30
分

▼
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対　

お
お
む
ね
生
後
１
か
月
か
ら

▼
持
ち
物　

バ
ス
タ
オ
ル
、
小
さ
め
の

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト
（
お
し
っ
こ
防
水
シ

ー
ト
）、
オ
ム
ツ

▼
そ
の
他　

事
前
申
し
込
み
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
直
接
会
場
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。
参
加
は
無
料
で
す
。

　

参
加
回
数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

よちよち げんき

ＰＭげんき

保
険
証
の
資
格
が
変
わ
る

場
合
は
届
出
が
必
要
で
す

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
就
職
な
ど

に
よ
り
、
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
な

ど
）
に
加
入
し
た
場
合
又
は
被
用
者
保

険
の
方
で
勤
め
先
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

必
ず
各
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
の
場

合
は
町
、
被
用
者
保
険
の
場
合
は
勤
め

先
等
）
に
届
出
が
必
要
で
す
。

　

資
格
要
件
が
変
わ
る
前
の
保
険
証
を

使
用
し
た
場
合
、
自
己
負
担
以
外
の
保

険
分
（
９
割
か
ら
７
割
分
）
の
医
療
費

を
一
旦
返
還
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。
保
険
資
格
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、
必
ず
各
保
険
者
へ
届
出
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
に
関
し
て
は
、
町
民

生
活
課
保
険
係

●
被
用
者
保
険
に
関
し
て
は
、
保
険
証

に
記
載
の
保
険
者
又
は
勤
め
先

▼
問　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

重
度
医
療
・
ひ
と
り
親
医
療
・

乳
幼
児
等
医
療
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ

　

重
度
の
障
が
い
と
認
定
さ
れ
た
方
、

ひ
と
り
親
家
庭
に
お
い
て
子
が
18
歳
に

達
す
る
ま
で
の
世
帯
及
び
18
歳
ま
で
の

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

利
用
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
で
処
方
さ
れ
る
薬
に
は
、

新
薬(

先
発
医
薬
品)

と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品(

後
発
医
薬
品)

が
あ
り
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
と
同

等
の
効
果
・
効
能
を
持
ち
、
厚
生
労
働

省
の
基
準
を
満
た
し
、
価
格
が
安
く
安

全
な
薬
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
年
４
回
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
か
ら
は
年
２
回
医
療
費

通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

●
医
療
費
の
推
移
が
わ
か
り
、
自
身
の

健
康
管
理
に
活
用
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続
の
際
、
医

療
費
の
明
細
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
は
、
２
月
末
、
５
月

医
療
費
通
知
を

送
付
し
て
い
ま
す

子
ど
も
に
対
し
て
、
制
度
ご
と
の
医
療

費
受
給
者
証
を
交
付
し
医
療
費
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

●
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
は
、
必

ず
保
険
証
と
一
緒
に
各
受
給
者
証
を
提

示
願
い
ま
す
。

●
受
給
者
証
を
紛
失
等
し
た
場
合
は
、

保
険
証
及
び
印
鑑
を
持
参
し
再
発
行
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
道
内
全
て
の
医
療
機
関
等
が
自
動
助

成
対
象
で
す
。

●
住
所
、
氏
名
、
保
険
証
の
変
更
等
申

請
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必

ず
町
民
生
活
課
又
は
御
影
支
所
に
て
届

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
印
鑑
・
保
険
証
・
受
給
者
証
を
持
参
）

▼
問　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１　

▼
切
り
替
え
る
方
法

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る

場
合
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
そ
の
旨
を

伝
え
る
か
、
意
思
表
示
カ
ー
ド
等
を
提

示
す
る
こ
と
で
切
り
替
え
可
能
で
す
。

▼
お
知
ら
せ
通
知

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
は
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
可
能
な

処
方
を
受
け
た
場
合
、
薬
名
及
び
金
額

等
の
差
額
の
目
安
を
記
載
し
た
通
知
を

年
２
回
参
考
と
し
て
通
知
し
て
い
ま
す
。

▼
注
意
点

　

医
師
の
治
療
方
針
や
対
象
の
医
薬
品

が
無
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
利
用
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１　

末
、
８
月
末
、
11
月
末
に
各
世
帯
に
郵

送
し
ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、
９
月
末
、

３
月
初
旬
に
各
被
保
険
者
に
郵
送
し
ま

す
。

▼
問　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１　

交
通
事
故
等
で
医
療
機
関
を

受
診
し
た
場
合
は
届
出
を

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て
ケ
ガ
等
を
し
た
場
合
の
医
療
費
は
、

加
害
者
が
負
担
し
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
保
険
適
用
を
受
け
た
医

療
費
は
、
加
害
者
等
に
請
求
し
ま
す
の

で
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
届
け
出
が
必
要
な
と
き

　

交
通
事
故
や
労
働
災
害
な
ど
で
ケ
ガ

等
を
し
、
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受

け
た
と
き

▼
注
意
点

　

加
害
者
か
ら
治
療
費
用
を
受
け
取
っ

た
り
、
示
談
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
国

民
健
康
保
険
等
で
支
払
っ
た
医
療
費
を

返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
62
‐
１
１
５
１

　
納
税
だ
よ
り

　

今
月
の
納
期
限　

２
月
28
日

（金）

◆
国
民
健
康
保
険
税
（
８
期
）

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
８
期
）

　

２
月
28
日
を
も
っ
て
、
平
成
31
年
度

分
の
税
金
の
納
期
は
全
て
終
了
し
ま
す
。

　

未
納
が
あ
る
場
合
は
早
急
な
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
に
対
し
て
不
誠
実
な
滞

納
者
は
、「
十
勝
市
町
村
税
滞
納
整
理

機
構
」
へ
の
滞
納
処
分
の
引
継
ぎ
を
行

い
ま
す
。
現
在
、
本
町
か
ら
は
７
世
帯

が
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

※
「
十
勝
市
町
村
税
滞
納
整
理
機
構
」
と
は

　
管
内
の
市
町
村
か
ら
引
き
受
け
た
滞

納
事
案
に
つ
い
て
、
地
方
税
の
徴
収
（
滞

納
処
分
）
を
専
門
的
に
行
う
組
織
で
す
。

▼
問　

税
務
課
納
税
係

　
☎
62
‐
１
１
５
２

※第５週目はお休みです

げんき

ＰＭげんき

ファミリー

ベビマ御影げんき
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　　身体等に障がいをお持ちになっている人が使用する軽自動車又は通院や送迎等、 身体等に障がいのある
人のために使用する軽自動車で、 一定の要件に当てはまるものは、 申請により軽自動車税の減免を受ける
ことができます。

　　　　　　障がいの区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
視覚障害
聴覚障害
平衝機能障害
音声機能障害  ※（注）
上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能
移動機能

心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう・直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害

令
和
２
年
度
の
個
人
町
・
道

民
税
の
申
告
受
付

　

令
和
２
年
度
個
人
町
・
道
民
税
の
申

告
は
、
２
月
17
日

（月）
か
ら
３
月
16
日

（月）

ま
で
、
役
場
地
下
大
会
議
室
に
お
い
て

受
付
し
ま
す
。

　

個
人
町
・
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な

人
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
で
町

内
に
住
所
の
あ
る
人
で
す
。
た
だ
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
や
、
次

の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
令
和
元
年
中
の
所
得
が
給
与
所
得
の

　

み
で
年
末
調
整
を
受
け
た
人

②
令
和
元
年
中
の
所
得
が
清
水
町
町
税

　

条
例
で
定
め
る
金
額
以
下
の
人

※
国
民
健
康
保
険
加
入
の
人
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

◆
障
害
者
控
除
又
は
寡
婦
（
夫
）
控
除

を
受
け
る
人
へ

　

令
和
元
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
125

万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
令
和
２
年
度
の

個
人
町
・
道
民
税
が
非
課
税
（
均
等
割

も
所
得
割
も
か
か
ら
な
い
。）
と
な
り

ま
す
の
で
、
該
当
す
る
場
合
は
忘
れ
ず

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
末
調
整
で
所
得
控
除
の
適
用
を
受

　

け
た
人
、
給
与
支
払
報
告
書
に
障
害

　

者
等
の
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
き
ま

　

す
。

　
　◆

公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
人
へ

◇
令
和
元
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入

　

金
額
が
400
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金

　

等
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

　

に
該
当
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

　

す
る
必
要
が
な
い
人
も
個
人
町
・
道

　

民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

◇
日
本
年
金
機
構
等
へ
提
出
し
た
「
扶

　

養
親
族
等
申
告
書
」
の
控
除
対
象
と

　

な
る
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
障
害
者

　

控
除
等
の
記
入
漏
れ
が
有
っ
た
場
合

　

は
、
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん

　

の
で
個
人
町
・
道
民
税
の
申
告
が
必

　

要
で
す
。

◇
配
偶
者
の
死
別
等
に
よ
り
寡
婦
等
に

　

該
当
す
る
人
は
、
確
定
申
告
が
不
要

　

の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
申
告
し
な
い

　

と
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の

　

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
受
付
場
所
及
び
受
付
時
間

　

役
場
地
下
大
会
議
室

　

８
時
45
分
～
17
時
30
分
（
土
・
日
曜

　

日
は
除
く
。）

※
御
影
地
区
の
人
を
対
象
に
、
２
月
27

日
（木）
（
13
時
～
16
時
）
及
び
２
月
28
日

（金）
（
10
時
～
12
時
）
は
、
御
影
公
民
館

大
集
会
室
で
申
告
を
受
付
し
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
を
申
告
さ
れ
る
人
は
、

事
前
に
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
、
医
療

機
関
ご
と
に
医
療
費
を
集
計
し
合
計
金

額
を
計
算
の
上
、「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」
を
作
成
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問　

税
務
課
町
民
税
係

　

☎
62
‐
１
１
５
２

　

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
等
に

対
す
る
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
で
車
両
を
所
有
（
登
録
）
し
て

い
る
場
合
に
、
年
税
額
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
４
月
２
日
以
降
に
廃

車
や
名
義
変
更
を
さ
れ
て
も
、
月
割
り

課
税
の
制
度
は
な
く
、
そ
の
年
度
分
の

税
金
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
次
の
手
続
き
を
さ
れ
た
人
は
要
注
意
！

◆
車
両
を
廃
棄
処
分
さ
れ
た
人

　

廃
棄
処
分
だ
け
で
は
登
録
が
残
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
す
み
や
か
に
廃
車
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
知
人
等
に
譲
渡
し
た
人

　

譲
渡
し
た
場
合
は
名
義
の
変
更
が
必

要
で
す
。（
手
続
き
も
れ
の
場
合
は
、

前
所
有
者
に
納
税
通
知
書
が
送
ら
れ
ま

す
）

●
車
両
の
廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

◆
原
動
機
付
自
転
車
（
125 

cc 

以
下
の
バ

イ
ク
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
ト
ラ
ク

タ
ー
等
）

[

手
続
き
の
際
に
用
意
す
る
も
の]

・
廃
車
～
使
用
者
・
所
有
者
の
印
鑑
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

・
名
義
変
更
～
新
旧
使
用
者
・
所
有
者

軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か

の
印
鑑

　

役
場
税
務
課
又
は
御
影
支
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
２
輪
の
軽
自
動
車
（
125 

cc
超
250 

cc
以

下
の
バ
イ
ク
）、
２
輪
の
小
型
自
動
車

（
250 

cc
超
の
バ
イ
ク
）、
３
輪
、
４
輪
乗

用
、
４
輪
貨
物

[

手
続
き
の
際
に
用
意
す
る
も
の]

・
廃
車
～
車
検
証
、
使
用
者
・
所
有
者

の
印
鑑
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

・
名
義
変
更
～
車
検
証
、
新
旧
使
用
者
・

所
有
者
の
印
鑑
、
新
使
用
者
・
所
有
者

の
住
民
票
も
し
く
は
印
鑑
証
明
書

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
（
帯
広
市
西
１

９
条
北
１
丁
目
８-

11
）
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問　

・
税
務
課
町
民
税
係

　

☎
62-

１
１
５
２　

・
軽
自
動
車
検
査
協
会
帯
広
事
務
所

　

☎
０
５
０-

３
８
１
６-

１
７
６
８

　

　■減免の対象となる人の範囲 （① ~ ③のいずれかに該当）

●減免申請の際に必要な書類
　　自動車検査証、 自動車運転免許証、 手帳 （身体 ・ 精神 ・ 療育等）、 印鑑、 通院 ・ 通学を確認できる書類
　（病院の診察券等）、 マイナンバー確認書類

●課税免除等が受けられる自動車は、 身体障害者１人につき自家用の自動車１台に限られます。

●問い合わせ先　税務課町民税係 （☎ 62－ 1152）

②療育手帳の交付を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

①身体障害者手帳の交付を受けている人　（　　　　　　　部分が該当する範囲です）

※ （注） 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。

軽自動車税の減免が受けられます

国の教育ローン（日本政策金
融公庫）のご案内

　高校、 大学等への入学 ・ 在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。 お
子さまお一人につき 350万円以内を固定
金利で利用でき、 在学期間中は利息のみの
返済とすることができます。
　　詳しくは、 教育ローンコールセンター （☎
0570-008656） 又は （☎０３- ５３２１- ８６５６）
までお問い合わせください。
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道
で
は
、
腎
臓
機
能
に
障
が
い
を
有

す
る
人
が
障
が
い
に
基
づ
く
症
状
を
軽

減
し
又
は
除
去
す
る
目
的
で
、
人
工
透

析
療
法
に
よ
る
医
療
の
給
付
を
受
け
る

た
め
に
、
医
療
機
関
へ
の
通
院
に
要
し

た
交
通
費
に
つ
い
て
、
腎
臓
機
能
障
害

者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
目
的
で
、
そ

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
は
、
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

◇
腎
臓
機
能
障
害
に
よ
り
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る　
　
　
　

◇
居
住
地
以
外
の
市
町
村
に
所
在
す
る

医
療
機
関
に
通
院
し
、
人
工
透
析
に
よ

る
医
療
の
給
付
を
受
け
て
い
る

◇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
移

送
費
等
、
他
の
法
令
等
に
よ
る
通
院
交

通
費
相
当
分
の
給
付
を
受
け
て
い
な
い

◇
身
体
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
則
に

よ
る
鉄
道
の
旅
客
運
賃
割
引
を
受
け
て

い
な
い

◇
居
住
す
る
市
町
村
に
人
工
透
析
療
法

を
実
施
す
る
医
療
機
関
が
な
い

（
居
住
す
る
市
町
村
に
医
療
機
関
が
あ

る
人
で
も
、
当
初
に
受
診
し
た
医
療
機

関
に
継
続
し
て
通
院
が
必
要
な
人
等
）

◇
前
年
の
所
得
が
一
定
額
を
超
え
な
い

◇
通
院
交
通
費
の
算
定
額
が
一
定
額
を

超
え
る

▼
補
助
対
象
交
通
費

　

令
和
元
年
９
月
か
ら
令
和
２
年
２
月

ま
で
の
通
院
交
通
費

▼
申
請
方
法

　

申
請
書
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
写
し
、

通
院
証
明
書
、
住
民
票
謄
本
、
前
年
の

所
得
額
及
び
所
得
税
額
を
確
認
で
き
る

書
類
等
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
申
請
書
の
用
紙
は
保
健
福
祉
課

に
あ
り
ま
す
）

▼
申
請
締
切　

３
月
11
日

（水）

◆
申
請
書
提
出
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
問　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

　

☎
69
‐
２
２
２
２　

福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
事
業

を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
ひ

と
り
親
世
帯
の
う
ち
低
所
得
者
世
帯
に

対
し
、
冬
期
間
の
生
活
の
不
安
を
取
り

除
き
、
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
灯
油
購
入
費
等
の
一
部
を
助
成
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

助
成
の
対
象
世
帯
は
申
請
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
助
成
対
象
世
帯

　

平
成
31
年
度
の
町
民
税
が
全
員
非
課

税
で
あ
り
、
令
和
元
年
12
月
２
日
時
点
、

町
内
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
次
の（
１
）

か
ら
（
３
）
の
世
帯
が
助
成
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）

に
該
当
し
た
場
合
で
も
、
社
会
福
祉
施

設
（
ケ
ア
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

を
含
み
ま
す
。）
や
長
期
入
院
患
者
等

で
不
在
の
世
帯
、
生
活
保
護
を
受
給
し

て
い
る
世
帯
は
除
き
ま
す
。

（
１
）
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
満

65
歳
以
上
と
な
る
者
の
独
居
世
帯
又
は

満
65
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る

世
帯

（
２
）
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
・
２
級
）、

療
育
手
帳
（
Ａ
判
定
）、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）
又
は
自
立
支

援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給
者
証
を
所

持
す
る
者
が
構
成
員
に
い
る
世
帯

（
３
）
令
和
２
年
３
月
31
日
に
お
い
て

満
18
歳
以
下
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

ひ
と
り
親
（
母
子
・
父
子
）
世
帯

▼
助
成
金
額
等

・
灯
油
使
用
世
帯　

灯
油
100
リ
ッ
ト
ル

分
（
購
入
助
成
券
）

・
灯
油
以
外
使
用
世
帯　

ハ
ー
モ
ニ
ー

ギ
フ
ト
カ
ー
ド
１
万
円
分

▼
助
成
方
法

　

助
成
申
請
書
の
提
出
後
に
審
査
を
行

い
、
交
付
決
定
世
帯
に
灯
油
購
入
助
成

券
（
100
リ
ッ
ト
ル
券
１
枚
又
は
10
リ
ッ

ト
ル
券
10
枚
）
又
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
ギ
フ

ト
カ
ー
ド
１
万
円
分
を
交
付
し
ま
す
。

灯
油
購
入
助
成
券
は
灯
油
購
入
の
際
に

購
入
代
金
の
一
部
と
し
て
灯
油
販
売
店

（
町
内
業
者
に
限
る
。）
に
お
渡
し
く
だ

さ
い
。

▼
必　

・
世
帯
主
の
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
身
分
証
明
書
（
代
理
で
申
請
す
る
場

合
）

▼
申
請
先

　

２
月
28
日

（金）
ま
で
に
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
の
保
健
福
祉
課
福
祉
係
又
は
御

影
支
所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他

　

個
人
情
報
の
関
係
か
ら
、
該
当
世
帯

と
な
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
電
話
で

の
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

　

☎
69
‐
２
２
２
２　

腎
臓
機
能
障
害
者

通
院
交
通
費
を
補
助
し
ま
す

　　

定期
の

予防
接種

４種混合（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ）、２種混合（ジ
フテリア・破傷風）不活化ポリオ、
ヒブ、小児用肺炎球菌、麻しん（は
しか）風しん混合（ＭＲ）、Ｂ型
肝炎、水痘（水ぼうそう）、日本
脳炎、子宮頸がん予防、高齢者
の肺炎球菌

任意
の

予防
接種

おたふくかぜ
（保護者と本人が医師と相談し、
ワクチンの効果や副反応につい
て、十分理解した上で接種するか
否かを決めてください。）

接種
医療
機関

清水赤十字病院、だい内科医院、
前田クリニック、御影診療所
なお、啓仁会病院は高齢者の肺炎
球菌のみ実施しています。

接種
料金

高齢者の肺炎球菌は、町が一部負
担します。
その他の予防接種は、町が全額負
担します。

３月の健康カレンダー
日　　時 対象 会場

乳幼児
健康相談 12日（木）13 時～ 16 時 乳幼児 保健福祉

センター

２か月児
相談 26日（木）10時～

10時15分受付 令和２年１月生 保健福祉
センター

乳児健診・
ＢＣＧ 25日（水）

13時～
13時 15分受付 令和元年10月生

保健福祉
センター13時 15分～

13時30分受付 平成31年４月生

１歳６か月児
健診 13日（金）13時～

13時 30分受付
平成30年５月21日～
８月31日生

保健福祉
センター

３歳児健診 ４日（水）13時～
13時 30分受付

平成28年12月14日～
平成29年２月28日生

保健福祉
センター

健康づくり
運動教室

２日（月）
９日（月）
16日（月）
23日（月）

9時 45 分～
11 時 30 分 一般町民 保健福祉

センター

＜予防接種＞
事前に接種医療機関へ予約してください。

　こころの健康相談を保健所で、毎月第２水曜日と毎月第４木
曜日に行っています。ご本人やご家族からの相談をお受けします。
予約制ですので、帯広保健所又は保健福祉センター窓口までご
連絡ください（専用電話0155-21-9110）。

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
既
存
の
小

規
模
飲
食
店
（
令
和
２
年
３
月
31
日
現

在
、
飲
食
店
の
営
業
許
可
を
受
け
て
お

り
、
客
席
面
積
100
㎡
以
下
か
つ
資
本
金

等
５
千
万
円
以
下
の
店
舗
）
で
喫
煙
す

る
場
合
は
、「
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
」

と
し
て
、「
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
届

出
書
」
を
店
舗
所
在
地
の
保
健
所
に
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
届
出
様
式

　

道
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
十
勝
総
合

振
興
局
保
健
行
政
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
願
い
ま
す
。

▼
受
付
開
始
日　

２
月
３
日

（月）

▼
問

・
道
帯
広
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係

　

☎
０
１
５
５-

27-

８
６
３
８

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
67
‐
７
３
２
０

健
康
増
進
法
の
改
正
に
伴
い

第
二
種
施
設
等
に
お
け
る

受
動
喫
煙
対
策
を
実
施
し
ま
す

知っていますか？「こころの健康相談」

3月３日 ・ ４日の献血にご協力願います！

日　　時 時　　　間 　　　　場　　　　　所

３月３日（火） 14：00～16：00 保健福祉センター前

３月４日（水）

9：20～10：20 ＪＡ十勝清水町御影支所前

11：00～12：00 日本甜菜製糖（株）清水工場前

13：20～14：30 ＪＡ十勝清水町本所前

14：50～16：00 ハーモニープラザ前

　移動献血車による献血を実施します。
　尊い命を救うには輸血が必要であり、どうしても欠かせないのが献血です。
　医療に必要な血液の確保は、一人ひとりの献血に支えられていますので、皆さんのご協力をお願いします。

●対象者　16歳～69歳
※ただし、65歳以上の人は、60～
　64歳までに献血の経験が必要です。
　また、クロイツフェルト・ヤコ
　ブ病（CJD）の輸血感染対策の一
　環として、1980年（昭和55年）　
　～1996年（平成８年）に英国に
　31日以上滞在された人の献血は
　ご遠慮願います。

　■問  保健福祉課健康推進係
　　　　　（☎67-7320）

届出書の様式等、
詳しくは道のホ
ームページをご
覧ください。
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３月
体育館第２競技場利用案内18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

日

月

火

水 サッカー少年団（3/4)

木

金

土

18：00～19：30 19：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

日

月

火 サッカー少年団

水 サッカー少年団

木 サッカー少年団

金

土

卓球協会
毎週　火曜日・木曜日

19：30～21：30
毎週　土曜日

18：00～21：30

卓球少年団
毎週　火曜日・木曜日

18：00～19：30
毎週　土曜日
9：00～13：00

ピンポン同好会
毎週　日曜日～金曜日

10：00～12：00

卓球友の会
毎週　月・水・金曜日

13：30～15：30

剣道少年団
毎週　水曜日・金曜日

18：00～21：30

清水高校卓球部
毎週　月曜日

16：00～20：00
毎週　火～金曜日
16：00～18：00
毎週　土曜日
9：00～13：00

※３月16日（月）は休館日です。

３月
日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

はお休み。　 はおはなし会で10時30分から始まるよ！

学校開放利用案内

  図書館カレンダー お
は
な
し
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い

　

読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
五
月
会
の
皆

さ
ん
の
協
力
で
お
は
な
し
会
を
行
っ
て

い
ま
す
。
絵
本
・
紙
芝
居
な
ど
の
楽
し

い
お
は
な
し
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
お
は
な
し
会
ポ
イ
ン
ト
の

期
限
は
３
月
ま
で
で
す
。
３
月
は
ダ
ブ

ル
ポ
イ
ン
ト
を
差
し
上
げ
ま
す
。
プ
レ

ゼ
ン
ト
ま
で
も
う
少
し
の
方
は
ポ
イ
ン

ト
を
た
め
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

※
４
月
か
ら
は
新
し
い
ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
を
配
布
し
ま
す
。

▼
日　

３
月
14
日

（土）　

10
時
30
分
～

　
　
　

３
月
28
日

（土）　

10
時
30
分
～

▼
所
・
問　

図
書
館
☎
62
‐
３
０
３
０

３
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展

の
ご
案
内

　

３
月
の
展
示
は
、
町
内
在
住
の
定
岡

武
夫
さ
ん
に
よ
る
油
彩
画
展
で
す
。

　

旅
行
な
ど
で
訪
れ
た
先
の
「
思
い
出

の
風
景
」
を
描
い
た
作
品
を
中
心
に
展

示
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
定
岡
武
夫
油
彩
画
展　

思
い
出
の
風
景
』

　

３
月
１
日

（日）
～
３
月
29
日

（日）

　

10
時
～
18
時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼
所
・
問　

図
書
館
☎
62
‐
３
０
３
０

調
べ
方
講
座
「
ミ
ス
タ
ー
Ｘ
を

探
せ
！
」
を
開
催
し
ま
す

　

謎
解
き
を
楽
し
み
な
が
ら
本
で
調
べ

る
方
法
を
学
ぶ
講
座
を
行
い
ま
す
。

▼
内
容　

事
典
を
使
っ
て
ク
イ
ズ
を
解

き
、
謎
の
人
物
「
ミ
ス
タ
ー
Ｘ
」
の
正

体
を
調
べ
ま
す
。

▼
日　

３
月
15
日

（日） 

　
　
　

14
時
～
15
時

▼
対　

小
学
３
～
６
年
生　

８
名

▼
申
込
期
間　

　

２
月
15
日

（土）
～
３
月
７
日

（土）　

　

受
付
時
間　

10
時
～
18
時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼
所
・
問　

図
書
館
☎
62
‐
３
０
３
０

 ３月　体育館・第１競技場利用案内 [ 体育館 ☎62-2913]
第　１　競　技　場

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 日 社会人室内フットサル大会 一 般 開 放

2 月 清高サッカー部
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

3 火 婦人テニスサークル
サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

4 水 清水町シルバー健康友の会 バスケットボール少年団
朝日バレー少年団

5 木 婦人テニスサークル
サッカー少年団

JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

6 金 清水町シルバー健康友の会 清高サッカー部 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

7 土 清水サッカー協会長杯フットサル大会
　　

清高サッカー部
　　　

一 般 開 放

8 日 清水サッカー協会長杯フットサル大会 体育協会 一 般 開 放

9 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

10 火 婦人テニスサークル
サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

11 水 清水町シルバー健康友の会 清高サッカー部 バスケットボール少年団
朝日バレー少年団

12 木 婦人テニスサークル
サッカー少年団

JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

13 金 清水町シルバー健康友の会 清高サッカー部 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団

14 土 しみず子ども体力づくり塾 清高サッカー部 一 般 開 放

15 日 花園ミニバスケット
清高サッカー部 一 般 開 放

　　 豊成ミニバスケット男子

16 月 休　館　日

17 火 婦人テニスサークル
サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

18 水 清水町シルバー健康友の会 清高サッカー部 バスケットボール少年団
朝日バレー少年団

19 木 婦人テニスサークル
サッカー少年団

JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

20 金 町民バドミントン大会
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

21 土     豊成ミニバスケット男子
清水サッカースポーツ少年団親子フットサル大会 清高サッカー部 一 般 開 放

22 日 花園ミニバスケット
清高サッカー部 一 般 開 放

23 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

24 火 婦人テニスサークル
サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

25 水 清水町シルバー健康友の会
清高サッカー部

バスケットボール少年団
朝日バレー少年団

26 木 婦人テニスサークル
清高サッカー部 サッカー少年団

JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

27 金 清水町シルバー健康友の会
清高サッカー部

バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

28 土 しみず子ども体力づくり塾 朝日バレーボール少年団 清高サッカー部 一 般 開 放

29 日 朝日バレーボール少年団 清高サッカー部 一 般 開 放

30 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

31 火 婦人テニスサークル
サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

体育館ご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日
　から５日前まで受付けますので、清水町体育館へお申
　し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大
　会等が入ることがありますので、事前にお問い合わせ
　ください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
※一般開放時間に、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠
　慮ください。

大会・行事等
一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。
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[ 各課お知らせチラシ ][ 各課お知らせチラシ ]

「春のあんしんネット ・ 新学期一斉行動」 のお知らせ

　満18歳未満のお子様にスマートフォン等、インターネット接続機器を利用させる場合、保護者の方は、
次の点に十分注意してください。
①適切にインターネットを利用する
　SNS を利用して子どもたちが言葉巧みに誘い出され、事件やトラブルに巻き込まれる深刻な事件が
発生しています。インターネットに関する知識、情報モラルやコミュニケーション能力を親子で身に
つけ、正しく利用することが重要です。
②家庭のルールを作る
　長時間利用によるネットの依存症が増加しています。適切な生活習慣が身につけられるように、お
子様と一緒に話し合い、家庭のルールを作りましょう。ルールは具体的に決めることがポイントです。
③フィルタリングなどを設定する
　「フィルタリング」は、知識が十分ではないお子様が、不用意に違法・有害サイトにアクセスしない
よう制限する機能です。子どもたちが事件・事故に巻き込まれないようにスマートフォン等には必ず「フ
ィルタリング」を設定してください。

■実際に起きたトラブル事例をもとに、予防法と対策法を「インターネットトラブル事例集」として、
　取りまとめましたのでご活用ください。(検索ワード：総務省インターネットトラブル事例集 )

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」に関する問い合わせ先
　総務省北海道総合通信局　情報通信部　電気通信事業課　☎011－709－2311( 内線4704)

　しみず「教育の四季」推進協議会では、児童生徒がスマートフォン等のソーシャルメディアを適切
に利用して、健全な成長につながるよう、2017年 ( 平成29年 ) に次のとおりガイドラインを定めてい
ます。
①児童生徒は
　・登校日は、小学生は午後９時以降、中学生は午後10時以降に必要のないスマートフォン等の利用
　　はしない。一日の利用時間を決める。
　・学校への持込は、学校の決まりに従う。
　・フィルタリングを設定する。
　・公共の場での利用はルールやマナーを守る。
　・個人情報に関する書き込みをしない。他人の悪口などを投稿しない。
　・トラブルに巻き込まれそうになったら親や先生に相談する。
②家庭は
　・フィルタリングを設定し解除させない。
　・家庭におけるスマートフォン等の利用のルールを定める。
　・子どもの利用状況を把握する。
　・小中学校には持たせない。
③学校は
　・児童・生徒への啓発活動を実施する。
　・児童・生徒による主体的な取組を推奨する。
　・保護者への啓発活動を推進する。

「しみずソーシャルメディアガイドライン」の問い合わせ先
　教育委員会学校教育課　☎62－5138

　

●お子様が安心安全にスマートフォンを利用するために

● 「しみずソーシャルメディアガイドライン」 でスマートフォン等の適切な利用を！

■問　教育委員会社会教育課
　　　（☎62－5115）
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町公衆浴場の入浴料金が一部改定へ

４月１日から、12 歳以上の入浴料金が 440 円→ 450 円になります

  ４月１日からの入浴料金

■ 12 歳以上
・１回券　440 円→ 450 円
・回数券（11 枚綴り）
　　　　 4,400 円→ 4,500 円
　※３月 31 日までに購入した券  
   は料金改定後の４月１日以降 
   も使用できます。

■３～６歳未満
・１回券　70 円（据え置き）

■６歳～ 12 歳未満
・１回券　140 円（据え置き）

　町公衆浴場では、毎年次のとおり無料開放の企画を
実施しています。詳しい日程は、その都度「広報しみ
ずお知らせ版」に掲載します。

●５月　こどもの日無料開放（こどもの日前後）
　　　　 幼児・小学生及び付き添い２人まで無料　
●９月　敬老の日無料開放（敬老の日前後）　
　　　　 65 歳以上及び介助者１名が無料
●１月　冬休み無料開放（１月上旬の数日間）　
　　　　 幼児・小学生及び付き添い２人まで無料
●２月　家族エコ銭湯（２月下旬の数日間）　
　　　　 町民全員無料
　　　　 ※今年の日程は本紙４ページをご覧ください。

■問い合わせ先　

・ 町民生活課生活環境係 （☎６２-1151)
・ 町公衆浴場 （ＪＲ十勝清水駅横　☎ 62-1012）

知っていますか？無料開放企画

運転経歴証明書交付対象者を拡大！
　令和元年 12 月の道路交通法の一部改正に伴い、運転免許が失効（平成
28 年４月以降に失効）した人についても対象になりました。

●運転経歴証明書の交付を受けることができる人

・運転免許証を自主返納した方
 （自主返納をした日から５年以内）

・運転免許証を失効させた人

 （平成 28 年以降に免許証が失効した人で、
  失効の日から５年以内であること）

●申請場所　運転免許試験場又は警察署

●問い合わせ先　新得警察署（☎ 64-0110）

　　　　　　　　町民生活課住民活動係（☎ 62-1151）


